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   太田市１０１歳以上高齢者誕生日祝記念品贈呈に関する要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、太田市の住民である年齢満１０１歳以上の高齢者に対し、記

念品を贈呈し、長寿を祝い、多年にわたる尽力に感謝するとともに、本人の長寿

を支えている家族に対してもその功績を顕彰し、家族の融和と敬老思想の向上を

図ることを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 記念品は、誕生日現在において年齢満１０１歳以上を迎えた者であって、

本市の住民基本台帳に引き続き５年以上記録されているものに贈呈する。 

 （記念品の額） 

第３条 記念品は、１万円以内で予算の範囲内のものとする。 

 （記念品の贈呈方法） 

第４条 記念品は、太田市金券取扱要綱（平成１７年３月２８日太田市制定）に定

める太田市金券によることができる。 

 （記念品の贈呈日） 

第５条 記念品は、対象者の誕生日から１４日以内に贈呈する。 

 （譲渡等の禁止） 

第６条 記念品を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

２ 前項に違反した場合は、市長は、記念品の贈呈を停止するものとする。 

 （所在不明の不支給） 

第７条 市長は、記念品の贈呈を受ける者の所在が判明しないときは、記念品を贈

呈することができない。 

（その他） 

第８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年３月２８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 
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 この要綱は、平成２２年１０月４日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成

２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において出入国管理及び

難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）に

よる廃止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号。以下「旧外国人登録法」

という。）に基づき本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日

から引き続き住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住民基

本台帳に記録されているものに対する改正後の第２条の規定の適用については、

施行日の前日まで引き続き旧外国人登録法に基づき本市の外国人登録原票に登

録されていた期間を住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されて

いる期間に通算する。 

 


